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🔶　私たちは安全で快適な職場を築くため、宣言します

私たちは安全で健康的な職場環境を維持し、次の原則に基づいて行動し、

全員が安心して働ける環境を推進します。

１．安全第一の精神

安全を最優先に考え、業務遂行において常にリスクを最小限に

抑えるよう努めます。

２．予防の徹底

      事故やケガ、転倒災害の予防に努めると共に、危険要因を早期に

発見・排除するための体制を強化します。

３．コミュニケーションの促進

安全衛生教育を実施し、安全に関する情報を積極的に共有し、

問題が発生した場合は速やかに対応し、全員が意見を出し合える

風通しの良い職場を目指します。

４．継続的改善

定期的なミーティングにおいて安全点検と評価を行い、問題点を

見つけた場合は迅速に改善します。

また、常に安全基準を見直し、最新の安全対策を取り入れる努力を

続けます。


